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平成 26年 4月 2日以降に
70歳の誕生日を迎える人

70歳の誕生月の翌月から医療費の

窓口負担が２割になります。

※ただし、各月 1日が誕生日の人はその月から

　２割になります。

■対象者　誕生日が、昭和 19 年 4 月 2 日以

　降の人

■ 2割になる時期　70 歳の誕生日の翌月か

　ら (ただし、各月 1日が誕生日の人はそ

　の月から )

■注意　一定の所得がある人はこれまで

　通り 3 割負担です

平成 26年 4月 1日までに
70歳の誕生日を迎えた人

平成 26年４月以降も医療費の窓口

負担は１割のまま変わりません。

※平成26年 3月 2日～ 4月 1日の間に 70歳の

　誕生日を迎える人は、3割負担から 1割負担に

　なります。

■対象者　誕生日が、昭和 19 年 4 月 1 日ま

　での人

■注意　一定の所得がある人はこれまで

　通り 3 割負担です

届け出が必要なときの例 必要なもの

国
民
健
康
保
険
に

加
入
す
る
と
き　

他市町村から転入したとき 転出先からの転出証明書

勤務先の健康保険をやめた
とき

資格喪失連絡票、社保離脱
証明書

子どもが生まれたとき 母子健康手帳、出生証明書

生活保護が廃止されたとき 生活保護廃止通知書
　

国
民
健
康
保
険
を

　
や
め
る
と
き

他市町村へ転出するとき 国保の保険証

勤務先の健康保険に加入し
たとき

国保の保険証、勤務先の健
康保険証など

亡くなったとき
国保の保険証、死亡診断書
または死亡証明書

生活保護が開始されたとき
国保の保険証、
生活保護決定通知書

そ
の
他

市内で住所が変わったとき 国保の保険証

加入者の氏名が変わったとき 国保の保険証

世帯主が変わったとき 国保の保険証

世帯を合併または分離した
とき

国保の保険証

就学で他市町村に転出する
とき

国保の保険証、在学証明書

国保の保険証を紛失したとき
身分を証明するもの（運転
免許証、パスポートなど）

＊同一世帯で、すでに国民健康保険に加入している人がいる

場合は、その保険証も持参してください。

＊勤務先の健康保険をやめたとき、加入したときなどの手続

きには、年金の手続きも必要となる場合がありますので、

年金手帳も用意してください。

＊届け出ができる人は、本人と同一世帯の人です。同一世帯

以外の人が届け出をする場合は、本人からの委任状が必要

です。なお、届け出に来た人の本人確認を行いますので、

運転免許証などを持参してください。


